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令和３年４月 西之表市農業委員会定例総会 議事録 

 

１.開催日時 令和３年４月２６日（月） ９時００分開会 

２.開催場所 西之表市役所 議会棟３階 第３委員会室 

３.出席委員 １３名 

職 名 
議席 

番号 
氏 名 職 名 

議席 

番号 
氏 名 

会 長 ４番 脇田 峰生 委 員 ８番 杉 為昭 

職務代理者 ５番 日笠山 隆 委 員 ９番 欠席 

委 員 １番 日髙 仙三 委 員 １０番 牛越 紀幸 

委 員 ２番 中村 裕臣 委 員 １１番 岩本 延男 

委 員 ３番 中村 逸夫 委 員 １２番 中村 正幸 

委 員 ６番 鮫島 繁樹 委 員 １３番 日笠山 昭代 

委 員 ７番 深田 広文 委 員 １４番 坂本 江里子 

４.欠席委員 １名：９番委員 河本 アツミ 

５.議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 報告第３号 合意解約等について 

第３ 議案第１８号 農地法第３条の規定による許可について 

第４ 議案第１９号 農地法第５条の規定による許可について 

第５ 議案第２０号 非農地証明について 

第６ 議案第２１号 農用地利用集積計画策定に係る意見について 

第７ 議案第２２号 西之表市の農業施策等に関する意見書（案）について 
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○事務局 

おはようございます。 

まず開会の前に、四月に人事異動がありまして事務局の構成が変わりましたの

で紹介いたします。まず、私が園田局長にかわりまして事務局長を拝命いたしまし

た中野です。農林水産課長をしておりました。よろしくお願いします。 

それから、あと渉に代わりまして吉元でございます。教育委員会からの異動でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

本日は、９番委員から欠席の届出が出ております。 

それでは、定刻、定足数に達しておりますので、これから、令和３年４月西之表

市農業委員会定例総会を開会いたします。 

開会にあたりまして会長に御挨拶をいただき、その後、議事進行をお願いいたし

ます。 

○会長 

おはようございます。 

令和３年４月、西之表市農業委員会定例総会の御案内をいたしましたところ、委

員の皆様には出席をいただき誠にありがとうございます。また、本日は推進委員の

皆さんにおかれましても数か月ぶりということで、出席をいただきました。ありが

とうございます。 

さて、新年度を迎えまして新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっており

ますが、感染力の強い変異株の感染者の拡大が増え、蔓延防止等重点措置から再び

緊急事態宣言の出ているところもあるような状況です。 

そんな中、聖火リレーも始まり、西之表では４月２８日、あさってですか、八坂

神社から始めるようでございます。また、さつまいもにおきましては、基腐病の農

薬の登録が、３月１０日に登録が認証されました。 

農林水産課では、使用方法について、皆さんのところに回ってきたと思いますけ

れども、校区ごとに説明会を行っています。３年度産のサツマイモへの感染が抑制

されることを祈念するところです。 

また、キビの実績が速報で出ておりまして、西之表が反当の５トン４３０キロ、

ちなみに、中種子が６トン１７０キロ、南種子におきましては５トン１６０キロと

いうことになっているようです。 

また、先ほど局長のほうから、紹介がありましたけれども、事務局長そして渉さ

んのかわりに吉元さんが、入っております。後ほど、自己紹介もしていただきたい

と思いますけれども、よろしくお願いします。 

この４月の人事で、先ほど紹介があったとおり、農林水産課から中野賢二局長、

また教育委員会社会教育課から吉元伸一主査が転入しております。 

新しい事務局体制のもと、皆様の支援をいただきながら、農業委員一丸となって

農地利用の最適化に邁進し、多様な担い手の活躍ができる体制づくりや、地域農業

の発展に努めていきたいと思いますので、引き続き、よろしくお願いをいたします。 

また、現在、各作物の植付け、管理、作業等始まっております。皆様には健康管

理に十分注意をいただきまして、頑張っていただきたいと思います。 

○議長 
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それでは、議事に入っていきます。議事運営がスムーズにいきますように皆様の

御協力よろしくお願いをいたします。 

本日の日程は配付しております議事日程のとおりです。 

まず日程第１、西之表市農業委員会会議規程第１０条に規定する議事録署名委員

の指名を行います。 

１０番、牛越委員、１１番、岩本委員を指名いたします。 

○議長 

続いて日程第２、報告第３号、合意解約について、事務局の報告をお願いいたし

ます。 

○事務局 

皆さんおはようございます。この４月に教育委員会から異動になりました、私、

吉元伸一と申します。３年間鉄砲館におりまして、初めての本庁勤務となりますの

で、至らないところも多かろうとはございますけれども、皆さんよろしくお願いい

たします。 

では早速、日程第２、報告第３号合意解約について説明させていただきます。資

料は１ページになります。 

今月の合意解約は、１番から３番の３件で台帳現況地目畑が５筆、田５筆、合計

９，１４５平米の合意解約がありました。以上で説明を終わります。 

○議長 

はい、ありがとうございました。 

それではただ今より議案審議に入ります。 

日程第３、議案第１８号「農地法第３条の規定による許可について」を議題とい

たします。 

事務局、議案説明をお願いいたします。 

○事務局 

日程第３、議案第１８号、「農地法第３条の規定による許可について」を説明い

たします。 

資料は２ページから３ページです。 

今月は賃借権設定１件１筆、所有権移転４件１０筆、合計５件の１１筆の申請

がありました。 

１番です。榕城の城地区です。台帳現況地目畑の２筆、合計面積１，２９８平米

を売買により所有権移転するものです。 

２番です。安納の峯地区になります。台帳現況地目畑の４筆、合計面積６，９４

４平米になります。所有権移転するものです。 

３番です。安納峯地区です。台帳現況地目畑の３筆で合計４，５１２平米を遺贈

により、所有権移転するものです。 

４番です。下西の下石寺地区です。台帳現況地目、畑の１筆で合計面積１，２５

４平米を経営拡大で売買により、１０アール当り５万円で、所有権移転するもので

す。 

５番です。国上の久保田地区になります。台帳現況地目畑の１筆で、合計面積

２，４４６平米に賃借権を設定するものです。以上で説明を終わります。 
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○議長 

ありがとうございました。ただいま事務局のほうから説明がありました。 

続いて担当委員のほうから随時報告をお願いいたします。 

○５番委員 

５番です。整理番号１について説明いたします。４月２３日に合同現地調査が

ありまして、その終了後に、隣接地だったもんですから、私と推進委員の野崎さん

と案内人の古田さんで、現地を確認しております。 

現地は、法人Ａの倉庫の上に位置する土地で、１枚の中に３筆あり、そのうちの

２筆がこの土地になります。 

譲渡人は、土地持ち非農家の方でして、譲受人は、有限会社法人ですね。経営拡

大ということであります。何の問題もないと思います。よろしくお願いします。 

○１番委員 

１番です。整理番号２番３番につきまして、報告をしたいと思います。４月１９

日と２５日に、調査を行いました。 

申請が来た時にはちょっと頭をひねってですね、確認をしたんですけど、１９

日に申請人の譲渡人の代理人の方に電話をして、「相続じゃないんですか？」と聞

いたんですけど、この譲受人が、法定相続人じゃないということで、今回、３条申

請ということになったそうです。 

譲受人に関しては高齢ということで、「本当にこの１町歩近い農地をほんとに新

たにつくるんですか？」と何回も念押したんですけど、生前からいろいろ世話して

きたおばさんということで、何とかこう、管理作業、キビでも植えて受託作業しな

がらでも、農地をつくりたいということでございました。 

１９日、電話で譲渡人の代理者に聞き取りを行いまして、同日、譲受人の自宅に

伺って、そういう話をしたところです。 

２５日に、推進員、譲受人立会いのもと現地を確認したところです。 

農地といたしましては、峯地区にある、畑かん完了済みの畑でありまして、先ほ

ども言いましたように、受託作業でキビをつくりたいということを確認しており

ます。 

双方確認、現地確認の結果、申請どおり間違いないということでございます。 

以上です。 

○２番委員 

２番です。整理番号４番について報告いたします。 

４月２３日午後１時より、譲受人と、推進員とともに、現地調査を行っておりま

す。 

譲受人は、下西下石寺地区在住のキビを中心に作付けしている農家です。 

現地は譲受人の自宅の横の圃場であり、自宅の防風林として、その圃場の土手

の一部を購入する予定だったのですが、譲渡人のほうは、土地持ち非農家であり、

島外に在住しておるため、圃場を全部、購入してほしいということでした。で、今

回の申請になったそうです。 

圃場は、購入する前までは荒れ地で、譲受人がもう既に整地して一部バナナ等

を植えており、土地自体がやせていたので、堆肥を撒いて耕耘してありました。今
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後、キビか、でん粉いもを作付けする予定とのことです。 

経営技術、機械一式とそろっており、何ら申し分がありません。譲渡人には、電

話にて確認しております。 

双方確認の結果、許可相当と考えます。以上です。 

○３番委員 

３番です。整理番号５番について報告いたします。４月２４日に借り人立会い

のもと、推進員と、現地調査を行いました。 

借り人は、大規模なハーベスター等でキビを主に作付けする、そして、安納いも

でん粉芋を作付する、この地域での中心的な認定農家です。 

農業機械についても一式そろっており、経営技術についても、申し分ありませ

ん。現地には既にサトウキビを作付けされていました。なお、貸し人には直接お会

いして確認をしております。 

以上、双方確認の結果、許可相当と考えます。以上で説明を終わります。 

○議長 

はい、ただ今、担当委員から説明がありました。 

この件について、皆さんから質疑等がありましたら、挙手でお願いします。 

○８番委員 

８番です。すいません。整理番号１番についてでございますけれども、譲受人が

有限会社Ａということで、母体はＢ建設ですね。移動の理由に経営拡大と書いてあ

りますけれども、伊関の浜脇にもハウスを借りてつくってるんですけども、Ｂ建設

自体がもう農業はもうやめると撤退をするという話を聞いて農機具も全て処分し

たと、そしてハウスについても処分をしてるという話を伺っておるんですけれど

も、この経営拡大、という点ではどのような感じだったんですか。 

○５番委員 

５番です。自分は質問はしてみたんですが、全部売ってるわけではなくて機械

類も残ってる部分でやれるということでした。 

○８番委員 

そしたら、拡大っていうよりも維持みたいな感じですか？やっぱ拡大をしてい

くんですか？ 

○５番委員 

拡大って言ったらちょっと･･･そうですね、語弊があるかもしれませんね。基腐

病これが一番の原因だと思います。 

○議長 

このことについて、事務局のほうは何かありますか。 

○事務局 

Ａさんの耕作面積自体が、今、８反っていうことで、経営の条件があるんですけ

ども、そこからは、面積をふやして拡大するということなんでしょうけども、もと

もと、８反ではなくて、まだ多い畑で、やってたと思うんですけども、この８反か

らの状況について、面積をちょっと、多くしたいということで、そこで経営という

か全体の形としては、本来は、縮小になるんでしょうけども、この耕作面積につい

ては拡大するということで、「経営拡大」で表記をさせてもらってます。 
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○議長 

だそうです。よろしいですか。 

ほかに。 

○１２番委員 

１２番です。この整理番号２と３は、中身一緒だけど２と３に分けてるのは、ど

ういう意味ですか？一緒でいいのではないですか？ 

○事務局 

これについては、譲渡人が１人の名義の部分と、それから共有の持分で、ちょっ

と申請を分けないといけない関係で、２つに分けさせてもらってます。 

○議長 

よろしいですか。 

○事務局 

整理番号２については譲渡人の１人の名義で、３番についてが共有名義という

ことで、挙げさせてもらってます。 

○議長 

だそうです。よろしいですか。 

○１３番委員 

１３番です。すいません。２点ほどお願いします。 

まず、この２番と３番についてなんですが、現況はどうなってるんでしょうか

ということと、それからその以前の耕作者というか、いきなりこのＣさんが、１町

歩つくるということなんですが、他の耕作状況は、Ｃさんどうなんでしょうか。 

○１番委員 

１番です。まず、農地の受贈ですね、また、経営がですね、いろんな裁判もした

そうです。 

やっとその裁判が終わって、譲受人に移るようになったということで、その前

は他の人は安納いもをつくってました。 

どうするんだということで、今話合いをしてるんですけど、前の耕作者ももう

準備をしてるだろうから、１回作ってもらってそのあと、キビでも植えようかとい

うところです。 

安納いもを植えてから、収穫してからの３条申請でもいいんじゃないかという

考えもあったんですけど、この裁判が農地だけじゃなくてですね、宅地とかいろい

ろあるんだそうです。ですから家族もですね、費用、経費的にも一緒に変えたほう

いいということになったところです。よろしくお願いします。 

○議長 

よろしいですか。 

○５番委員 

すいません。５番ですけど、本人名義と共有とあって、本人名義の遺贈は納得で

きるんですけど、共有のも個人が遺言で遺贈できるもんなんでしょうか？ 

○１番委員 

できるからこういう申請になっとるんだと思うんですよ。 

○議長 
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結局、これは法的なもので、できるということです。 

ほかに。 

ないようですので、質疑を終了して採決をしたいと思います。 

ただいま質問がいろいろありました。それを皆さん頭に入れて、採決をお願い

いたします。 

許可することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。 

全会一致ですので、本案は許可することに決定いたしました。 

続きまして日程第４、議案第１９号「農地法第５条の規定による許可について」

を議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 

議案第１９号、「農地法５条の規定による許可について」を説明いたします。 

４ページになります。今月は３件３筆の申請がございました。 

１番です。下西塰泊にありますＤが、地目が畑のところを、保護者、職員用の駐

車場として、転用するための申請です。 

２番です。下石寺の清掃センター前でＥが現在造成をしている場所になります。

地目が畑のところを法面として、植林するための転用申請になります。 

３番です。２番と隣接している畑で同じく法面として植林したいという申請に

なります。 

以上で説明を終わります。 

○議長 

ありがとうございました。 

ただいま事務局のほうから説明がありました。これについては２３日に合同の

現地調査が行われているようでございます。委員の皆様お疲れさまでした。委員長

の報告をお願いいたします。 

○７番委員 

７番です。報告をいたします。 

４月２８日午前中、８番委員並びに担当委員、推進委員、事務局２名、それに申

請立会い人１名の計７名で、現地調査を実施いたしました。 

現地は、下西、塰泊地内にありまして、Ｄの道路を挟んだ北側及び市営住宅Ｅ入

り口、道路に挟まれた土地でした。 

周囲には、住宅も建ち、人通りも多いところでございます。農地としては、表土

も薄く、場所によっては、岩、石が見えるような、そういう環境のようでございま

す。周囲には耕作放棄地に近い農地もありまして、周囲への影響はないと判断をい

たしまして、申請のとおり許可相当と確認をいたしました。 

写真の右側のほうが保育園になります。道路挟んで右側にあります。それで奥

のほうに、市営住宅に行く道路があり、その隣に住宅が建っているというような状

況です。 
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借り人が立ち会ったわけですけど、貸借の契約期間を、３年間、また、３年越し

に更新をしたいという考えで、万が一、更新出来ない場合には、畑に復旧をしない

といけませんので、今、写真に見えているとおり手前のほうが、ハエを１０センチ

程度入れているようでございます。そこはちゃんと表土を戻して、また、畑にする

ということで、３年契約でことを進めていくということでございました。 

以上です。 

○事務局 

それでここについては昨年もう既に駐車場に一部使っていたということで、顛

末書をつけて申請をしてもらっているところであります。 

○議長 

２番３番は？ 

はい。続けてお願いします。 

○７番委員 

次に、２番３番について現場が同一箇所でございますので、説明をいたします。

担当委員、推進員、事務局は同一人物で立会いをいたしました。並びに申請立会人

１名、案内人の代理人が１名の計８名で現地調査を実施しております。 

当地は下西、下石寺地内の清掃センター近くの土地でございます。先月の定例

会の議題で承認した議題の追加事案と、いうことでございますので、周囲への影響

はないと判断し、申請のとおり許可相当と確認をいたしました。 

以上です。 

○議長 

はい、ありがとうございました。ただいま、調査委員長のほうから報告がありま

した。担当委員のほうから何か、追加の補足、報告等ありましたらお願いをいたし

ます。 

○２番委員 

２番です。担当委員として報告します。１番ですが、昨年の圃場現況調査のとき

に、既にもうハエが敷いており、駐車場として一部、使っておりましたので、その

とき、借り人に報告して、これは申請が必要ですと指導しましたので今回の申請と

なっております。２番、３番につきましては、先月の定例会の追加事項なので、特

に何の問題もありません。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

ただいま事務局、調査委員長並びに担当委員のほうから報告がありました。 

この件につきまして皆さんのほうから何か質疑等ありましたら挙手でお願いを

いたします。 

○６番委員 

６番です。１番のことについて、皆さんお気づきと思いますけど、契約の種類の

中の１年に３０万円っていう金額について、私どももちょっと高いんじゃないか

ということを申し上げたんですけれども、近場にそういう駐車場がないというこ

とで、貸し人とも協議をして、３０万円ということでもう契約をしてるということ

ですので、そこら辺を御理解をいただきたいと思います。以上です。 
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○議長 

ありがとうございました。これは転用になりますので、ほかのところにその価

格が影響を及ぼすっていうことにはならないということです。 

○２番委員 

２番です。先ほどの質問ですが、今まで無線団地がありまして、そこを駐車場と

して借りていたんですけど、そこの金額がこれぐらいだったそうで、結局、金額は

そのままになっているそうです。以上です。 

○議長 

わかりました。ほかに。 

無いようですので、質疑を終了し、議案第１９号の許可についての採決をいた

します。 

許可することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。 

全会一致ですので、本案は許可することに決定をいたしました。 

続きまして日程第５、議案第２０号「非農地証明について」を議題といたしま

す。事務局の説明をお願いいたします。 

○事務局 

はい、非農地証明について説明をいたします。 

資料は５ページになります。 

今月は４件５筆の申請がありました。 

まず、最初に訂正がございます。１番と２番、備考のところに、昭和２０年ごろ

から、２番は、平成１３年ごろからと記述しておりますけれども、両方とも平成１

７年ごろからの間違いでございました。大変申し訳ございません。 

それでは、１番になります。榕城、城地区の２筆になります。台帳地目は畑です

が、平成１７年ごろから耕作せず、現在２筆とも山林になっております。交付基準

１（ウ）に基づいた申請です。 

２番です。榕城、城地区で１番に隣接している部分であり台帳地目は畑ですが、

こちらも平成１７年ごろから耕作せず、現在山林となっております。交付基準１

（ウ）に基づいた申請です。 

３番です。安納峯地区です。台帳地目は畑ですが、平成１３年ごろから耕作せ

ず、現在、藪・沼となっておりました。交付基準１（ウ）に基づいた申請となりま

す。 

４番です。安城番屋にあります。台帳地目は畑ですが、昭和４０年ごろから耕作

せず、現在山林となっております。こちらも写真を撮ってまいりましたので、また

説明のときに順次、前に写したいと思います。以上で説明を終わります。 

○議長 

はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局のほうから説明がありました。この件につきましても、２３日

に合同の現地調査が行われております。 
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調査委員長報告をよろしくお願いします。 

○７番委員 

７番です。整理番号１番２番について、現場が隣接して同一現場でございます

ので、１番２番をまとめて説明したいと思います。４月２３日午前に、８番委員、

担当推進委員、事務局２名、案内代理人の計７名で現地調査を実施いたしました。 

当地は、城集落地内のＢ建設資材置場に隣接する土地で、３筆隣同士の土地で

ございます。 

現場は、ニガダケが密集し、通作道路もない状況で、農地にするにはとても困難

と思われ、また、周囲への影響はないと判断をいたしまして、申請のとおり許可相

当と確認をいたしました。前の竹山の中に３筆くっついてあります。 

次に、整理番号３番でございます。１番２番と同様に、関係者で現地調査を行い

まして、案内代理人が１名、来ておりました。 

これは先ほど出ました栗田さんでございます。 

当地は安納校区のＦの東側の農道沿いにあります。 

長年耕作をされていないため山林化をいたしまして、下流の排水も悪いため、

ため池状態になっておりました。 

農地に復元するにはとても困難と思われまして、周囲の影響はないと判断いた

しましたので、申請のとおり許可相当と確認をいたしました。 

続いて、整理番号４番でございます。関係者と関係者６名で、現地調査を実施い

たしました。 

案内人は、本人さんが来る予定でございましたけど、車の都合がつかないとい

うことで、電話で、事務局のほうで確認をとっております。 

当地は、安城校区平園地域の西側にありまして、長年耕作をされていないため、

雑木が繁茂し、山林化している状況でありました。 

農地に復元するにはとても困難と思われ、また周辺に影響ないと判断をいたし

まして、申請のとおり許可相当と確認をいたしました。以上です。 

写真は向こうの見えている奥の山です。手前じゃなくて奥の山です。 

○議長 

はい、ありがとうございました。 

ただいま調査委員長の報告がありました。 

担当委員のほうから補足説明がありましたらお願いいたします。 

○５番委員 

５番です。調査委員長の言うとおり間違いありません。 

○１番委員 

１番です。３番につきましても、調査委員長の言うとおり間違いありません。 

○１０番委員 

１０番です。報告の通り間違いありません。 

○議長 

ありがとうございました。ただいま担当委員のほうから説明がありました。 

この件につきまして皆さんのほうから質疑等ありましたら挙手でお願いいたし

ます。 
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○議長 

ないようですので、これから議案第２０号「非農地証明について」の採決を行い

ます。 

原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。全会一致ですので本案は承認することに決定いたし

ました。 

続きまして、日程第６、議案第２１号、「農用地利用集積計画策定に係る意見に

ついて」を議題といたします。 

議案説明の前に、利用権設定整理番号４番において１４番委員が利用権設定を

受けるものになっており、農業委員会法第３１条、「議事参与の制限」の規定によ

って、１４番委員が議事に参与できません。 

従いまして、議事の進行上、議案第２１号のうち、利用権設定整理番号４番を先

に審議し、そのあと、利用権設定、整理番号４番以外を審議したいと思います。御

異議ございませんでしょうか。 

（ 異議なしの声 ） 

○議長 

それではまず、日程第６、議案第２１号「農用地利用集積計画策定に係る意見に

ついて」の説明をお願いいたします。 

○事務局 

「農用地利用集積計画策定に係る意見について」を御説明いたします。まず初

めに利用権の設定を説明いたします。 

６ページをお開きください。 

１段目です。期間が令和３年５月１日から令和８年４月３０日の５年間、地目

畑面積９，８５３平米、その他６４８平米、合計面積１０，５０１平米。利用権の

設定をする者３人、受ける者２人です。 

２段目になります。期間が令和３年５月１日から令和１３年４月３０日の１０

年間、地目田、９７４平米、畑３，７３５平米、合計４，７０９平米。利用権の設

定をする者３人、受ける者３人となっております。 

内訳については７ページを、詳細については９ページから１６ページをご覧く

ださい。 

続きまして、所有権移転を説明いたします。 

１７ページをお開きください。 

令和３年５月１日に所有権を移転するものです。地目畑、面積は１，６５１平

米。合計面積１，６５１平米。所有権を移転する者１人、受ける者１人となってお

ります。 

内訳については１８ページを詳細については１９ページから２２ページをご覧

ください。 

続きまして、農地中間管理事業分の利用設定となります。 

各総括表、その後に内訳詳細の順となっておりますので、多少ページを前後す
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ることを御了承いただきたいと思います。 

まず初めに、所有者から地域振興公社への利用権設定を説明いたします。２３

ページをお開きください。 

１段目です。 

期間が令和３年５月１日から令和８年４月３０日の５年間、地目は畑、面積は

９，３４３平米。合計面積９，３４３平米。利用権の設定をする者２人、受ける者

１人となっております。 

２段目についてです。期間が令和３年５月１日から令和１３年の４月３０日、

の１０年間、地目田及び畑、面積はそれぞれ３，８８６平米及び５，８２１平米、

合計面積９，７０７平米となっております。利用権の設定をする者は３人、受ける

者１人となっております。この所有者から鹿児島県地域振興公社への利用権につ

いての内訳については２５ページを、詳細については２７から３０ページをごら

んください。 

続きまして、地域振興公社から耕作者への利用権設定を説明いたします。こち

らは２４ページになります。 

１段目です。期間が令和３年５月１日から令和８年４月３０日の５年間、地目

畑、９，３４３平米、合計面積９，３４３平米、利用権の設定をする者１人、受け

る者２人となっております。 

２段目になります。期間が令和３年５月１日から令和１３年の４月３０日の１

０年間です。面積が３，８８６平米及び５，８２１平米合計９，７０７平米。利用

権の設定をする者１人、受ける者３人となっております。 

内訳については２６ページをその詳細については３２から３６ページをごらん

ください。 

以上で説明を終わります。委員の皆様の御審議よろしくお願いいたします。 

○議長 

ありがとうございました。それではここで、農業委員会法第３１条の議事参与

の制限ということで、１４番委員の退室をお願いいたします。 

（ １４番委員議場退室 ） 

○議長 

それでは、利用権の設定、整理番号４について、担当委員の報告をお願いいたし

ます。 

○１２番委員 

１２番です。整理番号４について報告いたします。 

借り人とは、４月２１日夜、電話で聞き取り調査を行いました。貸し人立会い

で、４月２２日、８時半、現地調査を行いました。 

借り人はお茶をつくっている古田校区在住の認定農家です。 

５名のグループの代表借り人で、苗木も一緒に畑を借り、お茶のみで油をつく

るそうです。油は食料とか、食料化粧品に使うみたいです。 

貸し人も高齢となり、茶の仕事も大変なので、今回の契約となったようです。 

借り人は、農業機械も一式そろっており、経営状況においても、何ら申し分あり

ません。双方確認の結果、許可相当と考えます。以上です。 
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○議長 

ありがとうございました。ただいま担当のほうから報告がありました。この件

につきまして皆さんのほうから質疑等ありましたら、挙手でお願いをいたします。 

○議長 

ないようですので、質疑を終了しまして、議案第２１号の整理番号４番の採決

を行います。 

原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。全会一致ですので、議案第２１号の利用権設定、整理

番号４番は原案のとおり承認することに決定をいたしました。入室をお願いしま

す。 

（ １４番委員議場入室 ） 

○議長 

それでは続きまして同議案第２１号のうち、利用権の設定、整理番号４番以外

について担当委員の報告をお願いいたします。 

○３番委員 

３番です。整理番号１番、２番については、管理人が同一ですので、一括して報

告いたします。 

４月２４日に借り人立会いのもと、推進員とともに、現地調査を行いました。借

り人は、主に安納いも、バレイショ、スナップエンドウを作付する国上校区在住の

認定農家です。 

現地は、海岸から、数１００メートル上った山の上に、ありました。 

余り条件のよい農地ではありませんが、「冬に霜がおりないのが良い点だ」と借

り人が言っておりました。 

現在、荒れた農地を重機等で整地しておりました。まだ完全ではないので、来年

から作付けをする予定だそうです。 

なお、貸し人には電話にて確認をしております。 

以上、双方確認の結果、許可相当と考えます。 

○７番委員 

７番です。整理番号３番について、説明をいたします。 

４月２４日午前６時半、推進委員、借り人の構成員の立会いで現地調査を実施

いたしました。現地は住吉能野里地域内にありまして、サトウキビが作付けをされ

ておりました。 

借り人は認定農家の法人で、サトウキビを中心に経営拡大を図っている生産者

です。農機具類、作業員等を積極的に活用いたしまして、農業生産の拡大を図って

おり、何ら問題のない生産者と思われます。 

貸し人には、電話で確認をとっております。以上調査の結果、申請のとおり許可

相当等と思われます。以上です。 

○１２番委員 

１２番です。整理番号５について報告いたします。 
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４月２２日１０時半、借り人立会いで現地調査を行いました。借り人は、安納い

も、米、飼料米を生産する現和校区在住の認定農家です。 

貸し人は、よそに住んでおり、土地持ち非農家です。田が荒れなければ良いとい

うことで、今回の契約となったようです。飼料米を植えたいとのことでした。 

借り人は、農業機械も一式そろっており、経営技術においても何ら申し分はあ

りません。貸し人とは電話で確認を取りました。双方確認の結果、許可相当と考え

ます。 

続きまして、整理番号６について報告いたします。 

４月２２日朝８時半。借り人立会いで現地調査を行いました。 

借り人は、安納いもを中心に生産している現和校区在住の農地所有適格法人で

す。貸し人は土地持ち非農家で借手を探し、今回の契約となったそうです。 

畑には、安納いもを植えていました。借り人は、農業機械も一式そろっており、

経営技術においても、何ら申し分ありません。貸し人とは家を訪問して確認を取り

ました。 

双方確認の結果、許可相当と考えます。 

続きまして、所有権移転の整理番号１について報告いたします。 

４月２２日、１１時。譲受人立会いで現地調査を行いました。 

譲受人は、安納いも、米、飼料米を生産する、現和校区在住の認定農家です。 

譲渡人は土地持ち非農家で、病気がちで、大した仕事は出来ません。 

２人の家は近所で、この４枚の畑も、譲受人の家の近くにあり、今回の契約とな

ったそうです。畑には、安納いも、野菜をつくりたいとのことでした。 

譲受人は、農業機械も一式そろっており、経営技術においても、何ら申し分あり

ません。 

貸し人とは家を訪問し、確認を取りました。 

双方確認の結果、許可相当と考えます。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。ただいま担当委員のほうから報告がありました。こ

の件につきまして皆さんのほうから質疑等ありましたら、挙手でお願いをいたし

ます。 

○議長 

無いようですので議案第２１号のうち、利用権設定整理番号４番以外の採決を

行います。議案どおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。全会一致ですので、本案は原案のとおり承認するこ

とに決定いたしました。 

続きまして日程第７、議案第２２号「西之表市の農業施設等に対する意見書（案）

について」を議題といたします。事務局議案の説明をお願いいたします。 

○事務局 

それでは、意見書案について説明いたします。３７ページからとなります。 

まずこの意見書は、農業委員会等に関する法律、第３８条において、関係行政機
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関等に対する、農業委員会の意見の提出が明記されております。 

本日、提示している意見書（案）は、３月に説明をさせていただいた文書の誤字

脱字を修正しましたが、内容は変わっておりませんので詳細の説明は省略いたし

ます。３９ページ以降の意見事項だけ読ませていただきます。 

まず、１担い手への農地利用の集積集約化について、２遊休農地の発生防止解

消について、３新規参入の促進について、４農業生産基盤整備について、５有害鳥

獣対策について、６その他農業支援について、７事務局体制についての７つが柱と

なっております。先月、資料を農業委員の皆さんにお配りしておりましたが、今ま

でのところ、御意見はいただいておりません。以上で説明を終わります。 

○議長 

ありがとうございました。ただいま事務局のほうから説明がありました。先月

の会の折でしたが皆さん、資料いただいております。ほかに意見がなかったという

ことで、了解したものとして、進めていきたいと思います。 

何か、その後で気づいたことがありましたら挙手でお願いします。 

○議長 

無いようですので、採決を行いたいと思います。「西之表市の農業施設等に関す

る意見書（案）」について原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願い

いたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。全会一致ですので、本案は原案のとおり決定をいた

しました。後日、私会長と職務代理で市長に意見書を提出いたします。 

○議長 

以上で本日の議案審議を終了いたします。 

 

 

 

会 長           印  

 

 

１０番委員           印  

 

 

１１番委員           印  

 

 


